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中
世
の
関
所
の
起
源
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
小
田
原
関
を
中
心
に
―

栗
　
木
　
　
　
崇
　
　
　

　
　

は
じ
め
に

　

中
世
の
関
所
は
戦
前
に
「
経
済
関
」
が
特
質
・
本
質
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
以
降（

（
（

、
本
来
は
国
家
権
力
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
て
い
た
も

の
が
「
防
衛
や
治
安
維
持
を
目
的
、
道
路
・
橋
梁
の
修
復
財
源
を
通
行
者
か
ら
徴
収
す
る
関
所
に
変
化
し
、
や
が
て
徴
収
目
的
を
限
定
し

な
い
単
な
る
財
源
確
保
の
た
め
の
関
銭
・
津
料
徴
収
機
関
と
な
っ
た
」（『
日
本
史
小
百
科　

交
通
』）
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
桜
井
英
治
氏
に
よ
っ
て
「
初
穂
論
」
と
称
さ
れ
た
網
野
善
彦
氏
、
勝
俣
鎮
夫
氏
ら
の
言
う
神
へ
の
「
初
穂
」「
手
向
け
」
の
徴

収
を
根
源
と
し
、「
山
賊
・
海
賊
の
活
動
と
経
済
関
の
起
源
と
の
間
に
歴
史
的
な
因
果
関
係
が
存
在
し
た
」
と
い
う
考
え
が
一
九
八
〇
年

代
に
提
示
さ
れ
て
か
ら
久
し
く
な
る（

（
（

。
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そ
の
後
九
〇
年
代
に
は
関
所
の
起
源
に
つ
い
て
鍛
代
敏
雄
氏
、
川
島
優
美
子
氏
が
畿
内
の
事
例
研
究
を
基
に
交
通
の
保
障
体
制
の
一
部

と
捉
え
、
流
通
・
交
通
上
の
特
定
の
領
域
（
ナ
ワ
バ
リ
）
で
あ
る
と
い
う
見
解
や
外
側
と
異
な
っ
た
秩
序
が
あ
る
こ
と
、
背
景
に
呪
術
的

側
面
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
中
世
の
関
所
の
起
源
・
本
質
の
理
解
す
る
に
は
、
地
域

社
会
の
実
態
を
背
景
と
し
た
、
個
々
の
関
の
様
相
を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る（

（
（

。

　

本
論
で
は
、
東
国
の
関
所
で
あ
る
小
田
原
関
の
歴
史
的
な
経
緯
を
そ
の
近
隣
に
存
在
し
た
宗
教
勢
力
の
走
湯
山
と
の
関
係
を
中
心
に
論

じ
て
、
中
世
の
関
所
の
起
源
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い（

（
（

。

　
　

一
、　
「
小
田
原
関
」
の
再
検
討

　

小
田
原
関
を
含
む
中
世
関
東
の
陸
上
関
に
つ
い
て
は
風
間
洋
氏
、
水
上
関
に
つ
い
て
は
遠
藤
忠
氏
に
よ
っ
て
事
例
が
網
羅
さ
れ
、
さ
ら

に
は
小
森
正
明
氏
、
井
原
今
朝
男
氏
に
よ
る
鎌
倉
府
の
経
済
政
策
の
視
点
か
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
室
町
期
の
東
国
の
関
の
実
態
を
明
ら

か
に
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
支
配
権
に
つ
い
て
は
渡
辺
世
祐
氏
が
鎌
倉
府
の
執
務
権
能
の
ひ
と
つ
、
諸
役
賦
課
と
し
て
、
関
税
を
課
し
て

寺
社
の
土
木
費
に
充
当
す
る
こ
と
を
示
し
て
以
来
、
東
国
の
関
所
は
鎌
倉
府
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

今
回
取
り
上
げ
る
小
田
原
関
に
つ
い
て
は
、
応
永
十
四
年
（
一
四
〇
七
）
に
鎌
倉
府
が
走
湯
山
密
厳
院
の
訴
え
で
「
小
田
原
并
関
所
」

の
知
行
に
つ
い
て
、
実
効
支
配
し
て
い
た
大
勧
進
に
弁
明
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
の
が
初
出
で
あ
る
。
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
に
は

鎌
倉
公
方
の
足
利
持
氏
が
「
松
岡
八
幡
宮
御
修
理
要
脚
」
と
し
て
「
相
模
国
小
田
原
関
所
」
を
寄
進
し
、
大
森
氏
頼
に
関
賃
を
三
年
間
徴

収
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
後
、
宝
徳
四
年
（
一
四
五
二
）
に
は
鎌
倉
公
方
の
足
利
成
氏
が
鶴
岡
八
幡
宮
両
界
一
切
経
以
下
の
修
理
費
用
を

負
担
す
る
「
相
模
国
小
田
原
宿
関
」
の
違
乱
狼
藉
の
禁
止
を
命
じ
て
い
る
こ
と
が
史
料
上
確
認
で
き
る
。『
小
田
原
市
史
』
に
お
い
て
、�
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小
田
原
関
が
走
湯
山
の
知
行
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
大
勧
進
を
契
海
と
推
定
さ
れ
る
な
ど
、
重
要
な
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
が
、
結

論
と
し
て
は
、
関
所
は
鎌
倉
府
に
掌
握
さ
れ
、
広
義
に
お
け
る
鎌
倉
府
の
御
料
所
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

次
に
小
田
原
関
の
初
出
と
な
る
史
料
を
見
み
て
み
た
い
。

　【
史
料
１
】
関
東
管
領
上
杉
憲
定
奉
書
（『
小
田
原
市
史
』
史
料
編 

原
始
古
代
中
世
1

　
二
七
一
号
。）

　
　

�

密
厳
院
雑
掌
賢
成
申
、
相
模
国
小
田
原
并
関
所
事
、
大
勧
進
無
理
知
行
之
由
申
之
、
為
有
糺
明
沙
汰
、
令
持
参
文
書
、
可
明
申
之
旨
、

相
触
当
知
行
人
、
可
被
執
進
請
文
之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

　
　
　
　

応
永
十
四
年
三
月
十
五
日　
　

沙
弥
（
花
押

（
山
内
上
杉
憲
定
））

　
　
　
　

三
浦
介
殿

　
【
史
料
１
】
は
す
で
に
概
略
を
述
べ
た
通
り
、
関
東
管
領
上
杉
憲
定
か
ら
相
模
国
守
護
で
あ
る
三
浦
高
明
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、�

「
小
田
原
并
関
所
」
に
つ
い
て
、
鎌
倉
の
密
厳
院
別
当
側
か
ら
の
訴
え
に
対
し
て
、
大
勧
進
に
文
書
を
持
参
し
陳
弁
す
る
よ
う
に
、
と
の

内
容
で
あ
る
。
そ
の
大
勧
進
に
つ
い
て
は
次
の
史
料
に
よ
っ
て
走
湯
山
の
契
海
と
い
う
僧
侶
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　【
史
料
２
】
関
東
管
領
上
杉
朝
宗
奉
書
案
写
（『
小
田
原
市
史
』
史
料
編 
原
始
古
代
中
世
1

　
一
八
五
号
）

　
　

�

走
湯
山
雷
電
権
現
毎
日
朝
講
日
御
供
料
所
相
州
早
河
庄
内
小
田
原
京
極
局
并
池
上
余
藤
五
郎
跡
等
之
事
、不
足
分
伊
豆
国
大
塔
下
村
、

�

任
若
宮
社
務
僧
正
御
房
避
状
之
旨
、
可
打
渡
下
地
大
勧
進
上
人
雑
掌
之
状
、
依
執
達
如
件
、　　

　
　
　
　

応
永
十
二
年
十
月
十
一
日　
　

禅（犬
懸
上
杉
朝
宗
（

助
在
判
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走
湯
山
契
海
上
人

　

内
容
に
つ
い
て
は
、
応
永
十
二
年�

（
一
四
〇
五
）
に
鎌
倉
府
が
走
湯
山
権
現
雷
電
権
現
の
毎
日
朝
講
社
供
料
所
と
し
て
「
早
河
庄
内
小

田
原
京
極
局
并
池
上
余
藤
五
郎
跡
」
等
に
つ
い
て
、
走
湯
山
密
厳
院
別
当
を
兼
ね
て
い
た
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
の
弘
賢
の
避
状
に
よ
り
「
走

湯
山
契
海
上
人
」
の
雑
掌
に
渡
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
応
永
十
四
年
の
時
点
で
契
海
は
「
早
川
庄
内
小
田
原
」
に
所
領
を

持
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
当
時
の
「
小
田
原
」
と
い
う
土
地
の
一
部
は
走
湯
山
に
関
係
す
る
者
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る（

（
（

。
こ
れ
ら
史
料
か
ら
は
、
知
行
者
は
い
ず
れ
に
し
て
も
走
湯
山
関
係
者
で
あ
り
、
内
部
抗
争
に
対
し
て
鎌
倉
府
は
調
停
者
と
し
て

の
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
府
に
よ
る
支
配
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
こ
の
契
海
と
い
う
僧
侶
は
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
の
紀
年
銘
を
有
し
、「
本
宮
走
湯
権
現
神
体
」
と
し
て
作
成
さ
れ
た
『
銅

造
走
湯
権
現
立
像
』（
静
岡
県
指
定
文
化
財
：
伊
豆
山
神
社
蔵
：
第
2
・
3
図
）
の
背
面
部
の
陰
刻
銘
に
あ
る
「
勧
進
聖
人
契
海
」
や
明

徳
五
年
（
一
三
九
四
）
の
紀
年
銘
を
有
す
る
『
木
造
男
神
・
女
神
像
』（
熱
海
市
指
定
文
化
財
：
伊
豆
山
神
社
蔵
）
の
男
神
の
体
内
墨
書

銘
に
あ
る
「
契
海
」
と
同
一
人
物
と
思
わ
れ
、
墨
書
に
最
澄
が
著
し
た
『
法
華
長
講
会
式
』
か
ら
の
引
用
と
み
ら
れ
る
文
言
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
走
湯
山
に
い
た
天
台
系
の
僧
侶
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る（

（
（

。

　

こ
の
後
の
永
享
四
年
（
一
四
三
二
）
に
は
前
述
の
と
お
り
、
鎌
倉
公
方
が
大
森
氏
頼
に
関
賃
を
三
年
間
徴
収
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

走
湯
山
に
よ
る
支
配
が
及
ば
な
く
な
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
要
因
は
、応
永
二
三
年
（
一
四
一
六
）
の
上
杉
禅
秀
の
乱
の
時
に
「
走

湯
山
衆
徒
」
が
禅
秀
に
味
方
し
、
鎌
倉
公
方
を
国
清
寺
に
攻
め
、
そ
の
後
反
撃
に
あ
っ
て
攻
め
落
と
さ
れ
（『
鎌
倉
大
草
子
』）、
翌
年
に

は
醍
醐
寺
と
密
厳
院
別
職
を
め
ぐ
っ
て
相
論
し
て
い
る
鶴
岡
八
幡
宮
の
尊
運
が
「
尊
運
独
召
具
内
者
、
共
馳
参
佐
介
御
陣
、
去
年
十
月
六

日
於
浜
合
戦
、
侍
四
人
令
討
死
、
其
外
被
疵
輩
、
被
切
乗
馬
、
不
可
勝
計
」
と
鎌
倉
府
に
軍
功
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
乱
に
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お
い
て
契
海
ら
走
湯
山
衆
徒
が
鎌
倉
公
方
に
敵
対
し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
る（

（
（

。

　
　

二
、　
小
田
原
関
の
位
置
と
「
伊
豆
路
」

　

小
田
原
関
は
現
在
の
神
奈
川
県
小
田
原
市
内
に
あ
っ
た
関
所
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
な
場
所
に
つ
い
て
は
、
市
内
浜
町
、
も
し
く
は
東

町
付
近
と
小
田
原
城
の
東
側
で
、
現
在
の
市
街
中
心
部
に
比
定
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
佐
々
木
健
策
氏
が
市
内
の
発
掘
調
査
成
果

や
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
の
内
容
検
討
な
ど
か
ら
「
小
田
原
」
と
呼
ば
れ
た
土
地
の
起
源
は
現
在
の
市
街
地
中
心
部
で
な
く
、
城
の

西
側
で
箱
根
に
向
か
う
早
川
沿
い
で
箱
根
に
向
か
う
道
の
板
橋
区
大
窪
あ
た
り
を
想
定
し
て
い
る（
（1
（

。
一
方
で
、
そ
の
早
川
の
南
岸
（
現
早

川
地
区
）
に
は
十
二
世
紀
の
作
例
と
考
え
ら
れ
る
木
造
聖
観
音
菩
薩
立
像
や
応
安
五
年
（
一
三
七
二
）
の
作
例
と
考
え
ら
れ
る
木
造
薬

師
如
来
坐
像
が
伝
わ
る
真
福
寺
や
大
森
氏
出
身
の
安
叟
宗
楞
が
開
山
と
な
る
海
蔵
寺
な
ど
の
歴
史
を
持
つ
寺
院
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、

十
四
世
紀
頃
は
あ
る
程
度
の
集
落
域
を
形
成
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
（
第
4
図
）。
こ
の
こ
と
か
ら
城
下
町
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
「
小

田
原
」
に
は
、
早
川
の
両
岸
に
関
所
が
置
か
れ
、
箱
根
路
と
と
も
に
、
近
世
の
根
府
川
道
に
相
当
す
る
伊
豆
方
面
へ
の
道
を
押
さ
え
て
い

た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
道
は
当
時
「
伊
豆
路
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
十
二
月
の
観
応
の
擾
乱
に
お
け
る
薩
埵
峠
の
戦
い
の
前
に
足
利
直
義
は
佐
竹
義
盛
に
「
足
柄
路
」
へ
の
発
行

を
命
じ
、
高
麗
経
澄
に
は
荒
河
頼
清
に
属
し
て
「
箱
根
路
」
警
固
を
命
じ
る
な
ど
、「
足
柄
路
」、「
箱
根
路
」
の
二
つ
の
主
要
街
道
に
命

令
を
出
し
て
い
る
が
（『
神
奈
川
県
史
』
資
料
編
（�

古
代
・
中
世　

第
四
二
三
・
第
四
二
四
号
、
以
下
、
神
○
号
の
よ
う
に
略
す
）、
戦

に
敗
れ
た
直
義
は
次
の
文
書
を
出
し
て
い
る
。



82

　【
史
料
３
】
足
利
直
義
御
教
書
（『
静
岡
県
史
』
資
料
編
７
中
世
３

　
四
六
九
号
）

　
　

�

伊
豆
路
警
固
事
、
所
差
遣
加
子
宮
内
少
輔
也
、
早
致
用
意
、
可
抽
忠
節
之
状
如
件
、

　
　
　
　

観
応
二
年
十
二
月
廿
五
日　
（
花
押

（
足
利
直
義
））

　
　
　
　

走
湯
山
上
常
行
堂
衆
徒
中

　

こ
の
史
料
は
直
義
が
「
伊
豆
路
」
警
固
に
つ
い
て
配
下
の
加
子
信
氏
を
派
遣
し
て
督
促
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、『
太
平
記
』
の
中

で
は
直
義
が
「
早
河
尻
」
の
合
戦
で
敗
れ
、「
伊
豆
の
御
山
」
に
逃
げ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
書
は
走
湯
山
を
通

り
早
川
に
至
る
ル
ー
ト
、「
伊
豆
路
」
で
の
警
固
（
安
全
保
障
）
を
依
頼
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
伊
豆
路
」
つ
い
て
は
、
吾
妻
鏡
の
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
月
小
十
八
日
の
条
で
、
源
頼
朝
が
「
伊
豆
山
專
當
捧
衆
徒
」
の

「
当
山
結
界
之
地
」
と
い
う
訴
え
を
受
け
て
、
通
行
す
る
軍
兵
の
狼
藉
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
走
湯
山
境
内
を
通
る
こ
の
「
伊
豆
路
」

つ
い
て
は
鎌
倉
時
代
か
ら
交
通
の
支
配
が
認
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る（
（（
（

。

　

ま
た
、
箱
根
路
に
つ
い
て
も
永
和
二
年�

（
一
三
七
六
）
に
円
覚
寺
造
営
の
た
め
箱
根
山
別
当
関
所
を
三
年
間
、
同
寺
に
付
与
す
る
内
容

の
史
料
（
神
四
七
六
九
号
）
が
初
出
で
あ
る
が
「
箱
根
山
別
当
関
」
と
い
う
名
称
か
ら
、
本
来
は
箱
根
権
現
に
帰
属
す
る
関
所
で
あ
る
可

能
性
が
あ
ろ
う
。
箱
根
権
現
の
支
配
が
早
く
に
失
わ
れ
た
理
由
は
、
律
令
国
家
以
来
の
公
道
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
走
湯
山
ほ
ど
衆
徒
の
勢

力
が
強
く
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
中
世
の
伊
豆
、
箱
根
地
域
の
関
所
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
国
家
的

権
力
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
う
な
理
解
は
再
考
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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三
、　
関
の
起
源
に
つ
い
て

　

中
世
東
国
の
関
所
の
事
例
と
し
て
最
古
と
な
る
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
の
走
湯
山
燈
油
料
船
梶
取
と
千
葉
為
胤
の
下
総
国
神
崎
（
千

葉
県
香
取
郡
）「
関
手
」
徴
収
の
相
論
は
著
名
で
あ
る
。
網
野
善
彦
氏
に
よ
る
「
源
頼
朝
の
下
文
に
よ
っ
て
関
々
泊
々
津
々
を
自
由
に
通

行
す
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
た（
（1
（

」
と
い
う
評
価
も
受
け
、
多
く
の
東
国
の
水
上
交
通
に
関
連
す
る
論
考
で
引
用
は
さ
れ
る
が
、
他
に
史
料
も

な
く
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
た
論
考
は
数
少
な
い（
（1
（

。

　

し
か
し
、
中
世
に
は
熊
野
と
と
も
に
走
湯
山
と
箱
根
の
「
二
所
」
参
詣
が
東
国
各
地
の
先
達
に
引
率
さ
れ
行
わ
れ
て
お
り
、
広
域
の
信

仰
圏
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
全
国
各
地
に
伊
豆
神
社
、
走
湯
神
社
が
分
祀
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
由
来

が
不
明
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
地
方
の
社
寺
に
成
り
下
が
っ
た
江
戸
時
代
以
降
に
勧
請
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
中
世
以
前
で�

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
で
も
、
岩
手
県
紫
波
郡
紫
波
町
に
あ
る
走
湯
神
社
は
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）

九
月
十
一
日
の
条
に
高
水
寺
の
鎮
守
と
し
て
記
さ
れ
、
源
頼
朝
が
奥
州
に
攻
め
入
る
前
に
勧
請
さ
れ
て
い
た（
（1
（

。
ま
た
、
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）

に
久
能
山
に
奉
納
さ
れ
た
「
久
能
山
十
二
所
権
現
観
請
票
札
」
の
十
二
柱
の
権
現
の
中
に
走
湯
権
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代

か
ら
走
湯
権
現
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る（
（1
（

。

　

一
方
で
、
頼
朝
の
弟
で
あ
る
阿
野
全
成
が
走
湯
山
の
「
座
主
」
で
あ
っ
た
可
能
性（
（1
（

や
、
遡
っ
て
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
八
月
十
六
日

に
は
「
伊
豆
座
主
」
の
殺
害
事
件
が
お
き
て
い
る
こ
と
（『
中
右
記
』）
な
ど
か
ら
、
十
二
世
紀
以
前
か
ら
天
台
系
寺
院
に
お
け
る
重
要
な

ポ
ス
ト
で
あ
る
「
座
主
」
が
存
在
し
て
お
り
、
走
湯
山
は
東
国
の
天
台
僧
た
ち
の
拠
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
古
く
か
ら
比
叡
山
の
支
配
を
受
け
た
近
江
国
堅
田
の
鎮
守
で
あ
っ
た
「
伊
豆
神
社
」
の
勧
請
も
『
近
江
輿
地
志
略
』
の
記
述

か
ら
一
向
宗
門
徒
が
台
頭
す
る
前
で
あ
る
中
世
前
期
以
前
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
中
世
の
日
枝
社
の
二
宮
の
様
子
を
描
い
た
と
考
え
ら
れ
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る
絵
図
に
は
「
伊
豆
権
現
」
な
ど
の
摂
社
が
描
か
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
比
叡
山
と
走
湯
山
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
想
像
で
き
る（

（1
（

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
日
本
海
沿
岸
に
お
い
て
、
十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
山
門
・
日
枝
社
は
浦
々
の
有
力
者
を
神
人
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
海
上
交
通
の
掌
握
を
図
っ
た
と
い
う
網
野
善
彦
氏
の
見
解（
（1
（

が
太
平
洋
沿
岸
で
も
あ
て
は
ま
り
、
鎌
倉
幕
府
成
立
以
前
か
ら

天
台
系
の
熊
野
、
白
山
な
ど
の
信
仰
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
と
し
て
、
走
湯
山
等
の
神
人
・
供
御
人
（
を
称
す
る
人
々
）
が
東
海
道
、
太

平
洋
岸
を
往
来
し
て
い
た
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
つ
。
そ
の
痕
跡
が
確
認
し
に
く
い
の
は
、
東
国
に
伝
来
す
る
史
料
が
少
な
い
こ
と
や
、

信
仰
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
東
国
の
場
合
、
武
士
団
の
所
領
拡
大
に
よ
る
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
の
進
展
に
よ
り
、
競
合
関
係
と
な
り
、
早

く
に
衰
退
し
た
た
め
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
関
所
の
設
定
や
停
廃
止
権
と
通
過
す
る
た
め
の
過
所
の
発
給
権
が
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
供
御
人
の
自
由
往
来
の
特
権
が
そ
の
本

拠
に
お
け
る
関
銭
徴
収
の
特
権
と
も
な
り
え
た
と
す
れ
ば
、
戦
国
時
代
ま
で
残
る
熊
野
・
二
所
詣
の
道
者
に
対
す
る
「
関
渡
御
免
」
の
特

権（
（1
（

の
主
張
や
、
小
田
原
関
に
お
け
る
関
銭
徴
収
は
そ
の
残
滓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。

　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
た
粗
雑
な
拙
稿
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
従
来
、
中
世
東
国
の
関
所
は
国
家
的
権
力
に
基
づ
く
鎌
倉
府
の
支

配
が
及
ん
で
い
る
と
い
う
理
解
に
対
し
て
、
小
田
原
関
を
事
例
に
歴
史
的
な
経
緯
、
地
理
的
な
環
境
を
検
討
し
、
走
湯
山
の
支
配
が
先
行

し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
は
初
穂
論
の
考
え
る
関
の
起
源
と
直
接
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
が
、
当
該
地
域
の
宗
教

勢
力
が
宗
教
的
な
力
を
背
景
に
東
国
の
武
家
政
権
に
自
立
性
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
中
世
東
国
の
寺
社
の
実
態
に
つ
い
て

の
研
究
は
不
明
な
部
分
が
多
い
分
野
の
ひ
と
つ
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
各
寺
社
を
地
域
か
ら
の
発
想
で
見
直
す
と
と
も
に
、
そ
れ
を
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広
い
視
野
に
立
っ
て
追
及
す
る
こ
と
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。

　

特
に
走
湯
山
・
箱
根
山
の
二
所
は
「
関
東
守
護
」
で
あ
り（
11
（

、
東
国
最
大
級
の
寺
社
権
門
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
実

態
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
家
を
中
心
に
語
ら
れ
て
き
た
東
国
中
世
史
に
新
た
な
視
点
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　
　

注

　
（
（�
）
経
済
関
と
い
う
見
方
が
示
さ
れ
る
一
方
で
「
全
体
と
し
て
交
通
の
動
脈
と
な
り
、
之
を
奨
励
し
之
を
保
護
し
た
の
も
、
や
は
り

社
寺
で
あ
っ
た
」（
平
泉
澄
一
九
二
六
『
中
世
に
於
け
る
社
寺
と
社
会
の
関
係
』）
や
「
海
上
航
海
の
信
仰
に
関
連
し
て
考
察
を
廻

す
必
要
が
あ
る
」（
相
田
二
郎
一
九
四
三
『
中
世
の
関
所
』）
と
い
っ
た
関
所
と
宗
教
勢
力
と
の
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

注
意
す
べ
き
か
と
思
う
。

　
（
（�
）�

桜
井
英
治
一
九
九
六
「
山
賊･

海
賊
と
関
の
起
源
」『
日
本
中
世
の
経
済
構
造
』、
網
野
善
彦
一
九
八
四
「
中
世
の
旅
人
た
ち
」�

『
日
本
民
俗
文
化
大
系　

第
六
巻　

漂
泊
と
定
着
』
ほ
か
、
勝
俣
鎭
夫
一
九
八
六
「
山
賊
と
海
賊
」『
週
刊
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史

中
世
Ⅰ
―
（　

徳
政
令
―
中
世
の
法
と
裁
判
』
を
参
照
。

　
（
（�
）
川
島
優
美
子
一
九
九
一
「
中
世
後
期
に
お
け
る
京
都
周
辺
の
関
の
構
造
」『
学
習
院
史
学
』
第
二
九
号　

鍛
代
敏
雄
一
九
九
九
「
交

通
実
体
論
―「
庭
」
の
問
題
―
」『
中
世
後
期
の
寺
社
と
経
済
』
を
参
照
。

　
（
（�
）
中
世
の
走
湯
山
の
呼
び
名
は
走
湯
権
現
、
伊
豆
権
現
、
伊
豆
の
御
山
と
多
様
で
あ
る
が
、
便
宜
上
本
論
で
は
史
料
以
外
の
表
記

は
走
湯
山
で
統
一
す
る
。
ま
た
、
本
論
の
主
旨
に
よ
り
戦
国
時
代
以
降
の
関
所
に
つ
い
て
は
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。

　
（
（�
）
渡
辺
世
祐
一
九
二
六
『
足
利
時
代
之
研
究　

関
東
中
心
』、
遠
藤
忠
一
九
八
二
「
古
利
根
川
の
中
世
水
路
」『
八
潮
市
史
研
究
』
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第
（
号
、
風
間
洋
一
九
九
五
「
鎌
倉
府
の
関
所
支
配
に
つ
い
て
」『
鎌
倉
』
第
七
十
五
号
、
小
森
正
明
二
〇
〇
八
『
室
町
期
東
国
社

会
と
寺
社
造
営
』、
井
原
今
朝
男
一
九
九
三
「
幕
府
・
鎌
倉
府
の
流
通
経
済
政
策
と
年
貢
輸
送
―
中
世
東
国
流
通
史
の
一
考
察
―
」

『
中
世
の
発
見
』
を
参
照
、
た
だ
し
、
渡
辺
氏
が
著
書
の
中
で
東
国
の
寺
社
政
策
に
つ
い
て
、
鎌
倉
府
と
個
別
の
寺
社
と
の
関
係
の

多
様
性
に
つ
い
て
留
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
こ
と
か
と
思
う
。

　
（
（�

）
小
田
原
市
一
九
九
八
『
小
田
原
市
史�

通
史
編�

原
始
古
代
中
世
』
を
参
照
。

　
（
（�

）
当
時
の
小
田
原
は
早
河
荘
の
一
部
で
、『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
十
月
十
六
日
に
箱
根
権
現
に
寄
進
さ
れ
、

建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
五
月
三
十
日
に
土
肥
遠
平
の
預
所
を
停
止
し
、
下
地
中
分
さ
れ
箱
根
権
現
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

応
永
五
年
（
一
三
九
八
）
の
『
走
湯
山
領
関
東
知
行
地
注
文
』
の
中
に
密
厳
院
の
所
領
と
し
て
「
小
田
原
寺
家
方
」
が
確
認
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
よ
り
箱
根
権
現
や
走
湯
山
と
い
っ
た
宗
教
勢
力
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
（
（
）
奈
良
国
立
博
物
館
二
〇
一
七
『
特
別
陳
列　

銅
造
伊
豆
山
権
現
像
修
理
記
念　

伊
豆
山
神
社
の
歴
史
と
美
術
』
を
参
照
。

　
（
（
）
栗
木
崇
二
〇
二
二
「
走
湯
山
別
当
密
厳
院
と
「
衆
徒
」
に
つ
い
て
」『
國
學
院
大
學
博
物
館
研
究
報
告
』
第
（（
輯
を
参
照
。

　
（
（0
）
佐
々
木
健
策
二
〇
二
三
『
戦
国
期
小
田
原
の
城
と
城
下
町
』
を
参
照
。

　
（
（（�

）
二
所
詣
は
当
初
は
走
湯
山
か
ら
参
詣
し
て
い
た
が
、
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
）
の
正
月
二
十
日
に
以
後
は
三
嶋
、
箱
根
、
走
湯

山
の
順
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
鎌
倉
幕
府
の
東
海
道
整
備
と
関
連
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
一
樹
二
〇
一
七
「
中

世
社
会
に
お
け
る
「
熱
海
」」『
市
制
施
行
八
〇
周
年
記
念　

熱
海
温
泉
誌
』
を
参
照
。

　
（
（（�

）
網
野
善
彦
一
九
八
三
「
海
民
の
社
会
と
歴
史
⑵
―
霞
ヶ
浦
と
北
浦
」『
社
会
史
研
究
』
（
ほ
か
の
著
作
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
（
（（�

）
数
少
な
い
論
考
の
中
に
盛
本
昌
弘
一
九
九
八
「
走
湯
山
燈
油
料
船
と
神
崎
関
」『
千
葉
史
学
』
十
三
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
検

討
は
盛
本
氏
が
同
一
と
考
え
る
「
熱
海
船
」
に
関
す
る
史
料
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
そ
れ
に
対
し
、
福
島
金
治
氏
が
両
者
が
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別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
を
し
て
い
る
（
福
島
金
治
一
九
九
六
「
中
世
鎌
倉
律
院
と
海
上
交
易
船
―
熱
海
船
の
性
格
と
鎌
倉

大
仏
造
営
料
唐
船
の
派
遣
事
情
―
」
鎌
倉
大
仏
史
研
究
創
刊
号
）。

　
（
（（�
）
羽
柴
直
人
二
〇
二
二
『
も
う
一
つ
の
平
泉
―
奥
州
藤
原
氏
第
二
の
都
市
・
比
爪
―
』
吉
川
弘
文
館　

歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー�

五
五
四

　
（
（（�

）
渡
辺
浜
男
二
〇
一
九
『
古
代
中
世
久
能
寺
と
そ
の
芸
能
』
参
照
。
こ
の
他
に
も
東
海
地
域
に
は
「
八
所
権
現
」
な
ど
、
摂
社
と

し
て
伊
豆
権
現
・
走
湯
権
現
が
勧
請
さ
れ
て
い
る
例
が
多
数
確
認
で
き
る
。

　
（
（（�

）
阿
野
全
成
と
走
湯
山
の
関
り
に
つ
い
て
は
高
橋
一
樹
二
〇
二
四
「
鎌
倉
幕
府
の
成
立
と
阿
野
全
成
―
伊
豆
山
旧
蔵
の
全
成
発
給

文
書
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
軍
記
と
語
り
物
』
六
〇
号
を
参
照
。

　
（
（（
）
福
山
敏
男
ほ
か
編
一
九
四
二
『
神
社
古
図
集
』、
難
波
田
徹
ほ
か
編
一
九
九
〇
『
神
社
古
図
集
続
編
』
を
参
照
。

　
（
（（�

）
網
野
善
彦
一
九
九
〇
「
北
国
の
社
会
と
日
本
海
」『
海
と
列
島
文
化
（　

日
本
海
と
北
国
文
化
』

　
（
（（�

）「
長
尾
實
景
奉
書
」（
内
山
家
文
書
）
を
参
照
。

　
（
（0�

）「
坂
上
國
長
起
請
文
」（
神
一
〇
八
八
）
を
参
照
。
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国土地理院　傾斜量図より作成　
第 1 図　関係地位置
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第 3 図　 同上　背面左裾部拡大

第 2 図　静岡県指定文化財　銅造走湯権現立像（伊豆山神社蔵）
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国土地理院　標準地図より作成　
第４図　小田原関周辺図

第 5 図　伊豆神社・走湯神社分布図

（栗木崇 （00（「伊豆権現と信仰の広がり」『市民文芸あたみ』（（ を修正）
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伊豆・走湯神社一覧

No. 神社名 県名 所在地
（ 伊豆神社 青森県 つがる市富萢町深津
（ 走湯神社

岩手県

下閉伊郡岩泉町有芸
（ 走湯神社 紫波郡紫波町二日町古館
（ 伊豆神社 北上市口内町金田
（ 伊豆神社 遠野市上郷町来内
（ 伊豆観音堂 奥州市江刺区稲瀬
（ 伊豆権現堂 西磐井郡平泉町平泉毛越
（ 伊豆山神社

秋田県

大曲市泉町
（ 伊豆神社 南秋田郡五城目町富津内富田字雷
（0 伊豆神社 南秋田郡昭和町豊川上虻川字仁山
（（ 伊豆神社 仙北郡美郷町境田籠林
（（ 伊豆神社 大仙市南外字田屋宮田
（（ 伊豆神社 秋田市河辺北野田高屋小高
（（ 伊豆神社 男鹿市野石字野石（八幡に合祀）
（（ 伊豆神社

山形県

尾花沢市牛房野字高田
（（ 伊豆七所両神社 尾花沢市大字名木沢字西裏
（（ 伊豆神社 山形市大野目
（（ 伊豆神社 山形市古館
（（ 伊豆堂 東根市長瀞（日枝神社に改名）
（0 伊豆神社 最上郡舟形町堀内字中台
（（ 伊豆神社 最上郡最上町東法田字東山
（（ 伊豆神社 寒河江市柴橋字台下
（（ 伊豆神社 天童市田麦野墓土山
（（ 伊豆神社

宮城県

石巻市折浜
（（ 伊豆神社 仙台市太白区西中田
（（ 伊豆神社 栗原市築舘源光
（（ 伊豆神社 栗原市栗駒中野（八幡に合祀）
（（ 伊豆神社 富谷市太子堂
（（ 伊豆神社 黒川郡大和町落合蒜袋
（0 伊豆神社

福島県

伊達郡川俣町大字鶴沢
（（ 伊豆神社 伊達郡川俣町東福沢字古内山
（（ 伊豆神社 二本松市木幡字問屋
（（ 伊豆神社 福島市大波字滝ノ入
（（ 伊豆神社 福島市小田字上代
（（ 伊豆神社 会津若松市港町静潟字浜
（（ 伊豆神社 会津若松市大戸町大字大川
（（ 伊豆神社 郡山市清水台
（（ 伊豆神社 郡山市片平町字王宮
（（ 王宮伊豆神社 郡山市三穂田町八幡
（0 伊豆神社 郡山市三穂田町駒屋
（（ 伊豆神社 郡山市逢瀬町多田野上白石
（（ 伊豆神社 郡山市阿久津
（（ 伊豆神社 喜多方市山都町広野
（（ 伊豆神社 大沼郡会津美里町立石田
（（ 伊豆神社 大沼郡三島町間方字宮田
（（ 伊豆神社 大沼郡三島町朝岐字西居平
（（ 伊豆神社 大沼郡三島町川井字居平
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伊豆・走湯神社一覧（続き）

No. 神社名 県名 所在地
（（ 伊豆箱根神社 茨城県 常陸大宮市下小瀬
（（ 伊豆神社 千葉県 印旛郡酒々井町飯積
（0 両社神社 館山市水玉（祭神 : 伊豆 ･箱根大神）
（（ 走湯神社 神奈川県 三浦市南下浦町金田
（（ 伊豆神社 新潟県 佐渡市両津吾潟
（（ 伊豆神社 新潟市市市之瀬
（（ 伊豆社 富山県 富山市栗山
（（ 伊豆神社 山梨県 南アルプス市芦安芦倉
（（ 走湯神社 山梨市上岩下
（（ 走湯神社

静岡県
下田市大賀茂

（（ 伊豆神社 浜松市北区引佐町川名
（（ 走湯神社 浜松市中央区中郡町
（0 伊豆箱根三島神社 長野県 佐久市鳴瀬
（（ 伊豆神社 下伊那郡阿南町新野
（（ 伊豆神社

岐阜県

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字池奥
（（ 伊豆神社 美濃加茂市山之上町
（（ 伊豆神社 高山市国府町三日町
（（ 伊豆神社 岐阜市切通
（（ 伊豆神社 愛知県 犬山市焼野
（（ 伊豆神社 北設楽郡設楽町田内
（（ 伊豆神社

滋賀県
長浜市湖北町速水

（（ 伊豆神社 大津市今堅田
（0 伊豆神田神社 大津市本堅田
（（ 走湯神社 大阪府 豊能郡豊能町切畑（旧跡地）
（（ 伊豆神社 奈良県 宇陀市榛原町高井字神定
（（ 伊豆神社 宇陀市榛原内牧
（（ 伊豆神社

福岡県
遠賀郡水巻町杁

（（ 伊豆神社 遠賀郡水巻町頃末
（（ 伊豆神社 遠賀郡遠賀町島津
（（ 走湯神社 宮崎県 都城市山之口町山之口


